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(57)【要約】
【課題】特定演出の発生頻度が高まるモードを設定する
ことが可能な遊技機の趣向性の低下を抑制すること。
【解決手段】遊技中に実行される演出を決定するための
モードとして、第一モードと、当該第一モードよりも当
否判定結果が大当たりとなる蓋然性が高まったことを示
す特定演出１０の発生頻度が高まる第二モードと、が設
定された遊技機であって、前記第二モードが設定された
状態で、前記特定演出１０が発生することに基づく所定
条件が成立した場合には、当該第二モードを自動的に終
了させることを特徴とする遊技機１とする。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技中に実行される演出を決定するためのモードとして、第一モードと、当該第一モー
ドよりも当否判定結果が大当たりとなる蓋然性が高まったことを示す特定演出の発生頻度
が高まる第二モードと、が設定された遊技機であって、
　前記第二モードが設定された状態で、前記特定演出が発生することに基づく所定条件が
成立した場合には、当該第二モードを自動的に終了させることを特徴とする遊技機。

 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　いわゆるプレミア演出等の特定演出の発生頻度を変化させることが可能な遊技機が公知
である（例えば、下記特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１７－０８６６４６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明が解決しようとする課題は、特定演出の発生頻度が高まるモードを設定すること
が可能な遊技機の趣向性の低下を抑制することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記課題を解決するためになされた本発明にかかる遊技機は、遊技中に実行される演出
を決定するためのモードとして、第一モードと、当該第一モードよりも当否判定結果が大
当たりとなる蓋然性が高まったことを示す特定演出の発生頻度が高まる第二モードと、が
設定された遊技機であって、前記第二モードが設定された状態で、前記特定演出が発生す
ることに基づく所定条件が成立した場合には、当該第二モードを自動的に終了させること
を特徴とする。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明によれば、特定演出の発生頻度が高まるモードを設定することが可能な遊技機の
趣向性の低下を抑制することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】本実施形態にかかる遊技機の正面図である。
【図２】表示装置の表示領域に表示される識別図柄と保留画像を示した図である。
【図３】モード（通常モード、特定モード）の概要を説明するための図である。
【図４】特定モード設定時に特定演出が発生した場合には、通常モードに自動的に移行す
ることを説明するための図である。
【図５】第三具体例を説明するための図である。
【図６】第七具体例を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、本発明の一実施形態にかかる遊技機１（ぱちんこ遊技機）について図面を参照し
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て詳細に説明する。まず、図１を参照して遊技機１の全体構成について簡単に説明する。
【０００９】
　遊技機１は遊技盤９０を備える。遊技盤９０は、ほぼ正方形の合板により成形されてお
り、発射装置９０８（発射ハンドル）の操作によって発射された遊技球を遊技領域９０２
に案内する発射通路５０を構成するガイドレール９０３が略円弧形状となるように設けら
れている。
【００１０】
　遊技領域９０２には、始動入賞口９０４、大入賞口９０６、アウト口９０７などが設け
られている。各種演出を実行する表示装置９１の表示領域９１１は、遊技盤９０に形成さ
れた開口９０１を通じて視認可能となる領域である。なお、表示領域９１１の形状等は適
宜変更可能である（開口９０１の形状や大きさ、表示装置９１自体の形状や大きさを変更
することで表示領域９１１の形状等を変更することができる）。
【００１１】
　また、遊技領域９０２には、流下する遊技球が衝突することにより遊技球の流下態様に
変化を与える障害物としての遊技釘が複数設けられている。遊技領域９０２を流下する遊
技球は、遊技釘に衝突したときの条件に応じて様々な態様に変化する。
【００１２】
　このような遊技機１では、発射装置９０８を操作することにより遊技領域９０２に向け
て遊技球を発射する。遊技領域９０２を流下する遊技球が、始動入賞口９０４や大入賞口
９０６等の入賞口に入賞すると、所定の数の賞球が払出装置により払い出される。
【００１３】
　なお、遊技機１の枠体、遊技球を貯留する下皿や上皿など、本発明に関係のない遊技機
１の構成要素は説明を省略する。これらについては公知の遊技機と同様の構造のものが適
用できる。
【００１４】
　大当たりの抽選は、図示されない制御基板に設けられた当否判定手段が始動入賞口９０
４への遊技球の入賞を契機として実行する（このような始動入賞口９０４は複数設けられ
ていてもよい）。具体的には、始動入賞口９０４への遊技球の入賞を契機として乱数源か
ら数値（以下、当否判定情報と称することもある）が取得され、当該数値が予め定められ
た大当たりの数値と同じである場合には大当たりとなり、異なる場合にははずれとなる。
本実施形態では、公知の遊技機と同様に、大当たりとなる場合には、識別図柄８０（図２
参照）が所定の組み合わせ（例えば同じ図柄の三つ揃い）となることによって報知され、
それ以外の組み合わせが表示された場合にははずれとなる。
【００１５】
　本実施形態では、上記当否判定のための数値が取得された順に当否判定結果の報知が開
始される（識別図柄８０の変動が開始される）こととなるが、ある数値が取得されたとき
に、それより前に取得された数値に基づく当否判定結果が報知されている際には、当該あ
る数値に基づく当否判定結果の報知が開始されるまで、図示されない制御基板に設けられ
た記憶手段に記憶される。未だ当否判定結果の報知（識別図柄８０の変動）が開始されて
いない数値（当該数値のそれぞれに対応するものが「保留（情報）」である。保留（情報
）は当否判定情報の下位概念であるといえる）の最大の記憶数（最大保留数）は適宜設定
することができる。本実施形態における記憶手段が記憶できる最大保留数は、一種の始動
入賞口９０４につき四つである。なお、本実施形態では、当否判定結果の報知が開始され
る時点で、取得された数値が大当たりとなる数値か否かが判断されることとなるが、数値
が取得されたときに当否判定を行い、当否判定結果自体を記憶させておく構成としてもよ
い。また、取得された数値は、当否判定結果を報知する演出の具体的な内容を決定するた
めの数値としても利用される。
【００１６】
　本実施形態にかかる遊技機１では、記憶手段に記憶されている当否判定結果の報知が開
始されていない取得された数値（当否判定情報）のそれぞれに対応するマークである保留
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画像７０が、表示装置９１の表示領域９１１に表示される。具体的には、当否判定を実行
するための数値が取得された順に並ぶよう、保留画像７０が表示装置９１の表示領域９１
１に表示される（図２参照）。本実施形態では、数値が取得されたタイミングが早いもの
から（いわゆる保留消化が早いものから）順に左から並ぶよう表示される。当否判定結果
の報知は完了していないが、既に当否判定結果を報知する演出（識別図柄８０の変動）が
開始されているもの（いわゆる当該変動）に対応する保留画像７０も表示される。以下で
は、当否判定結果を報知する演出が開始されていないものに対応する保留画像７０を未変
動画像１０１と、当否判定結果を報知する演出が開始されているものに対応する保留画像
７０を当該変動画像１０２と称することもある。保留画像７０は、静止画であってもよい
し動画であってもよい。
【００１７】
　本実施形態にかかる遊技機１は、当否判定結果を報知する報知演出（識別図柄８０の変
動開始から変動停止までの演出）について、当該演出の具体的内容を決定する抽選の態様
を変化させることが可能である。具体的には、当該抽選態様が異なる状態（モード）とし
て、通常モード（本発明における第一モードに相当する）および特定モード（本発明にお
ける第二モードに相当する）が設定されている（図３参照）。なお、これらのモードが設
定されるのは、通常遊技状態中である。通常遊技状態は、いわゆる確率変動状態や高ベー
ス状態（時間短縮遊技状態）ではない。つまり、大当たり当選を目指して遊技する、低確
率かつ低ベース状態において設定されるモードである。ただし、確率変動状態や高ベース
状態において設定されるモードとした構成とすることを否定するわけではない。
【００１８】
　通常モードは、デフォルトのモードであり、遊技者が後述するモード切替行動をとらな
ければ、当該通常モードが維持される。特定モードは、報知演出中に発生しうる演出であ
る特定演出１０の発生頻度（発生する蓋然性）が通常モードが設定されているときよりも
高まるモードである。なお、本実施形態では、通常モードが設定されている場合であって
も特定演出１０は発生しうる。本実施形態における特定演出１０は、当該演出が発生した
場合には、発生しなかった場合に比して、対応する当否判定結果が大当たりとなる蓋然性
（以下、（大当たり信頼度）と称することもある）が高まる演出（いわゆるチャンスアッ
プ演出）である。当該特定演出１０の具体的態様はどのようなものであってもよい（一例
として、図４（ｂ）に示すようないわゆるカットイン画像が表示領域９１１表示される演
出が挙げることができる）ため、説明を省略する。
【００１９】
　通常モードから特定モードへの移行は、遊技者がモード切替行動をとることで発生する
。当該切替行動の具体的態様はどのようなものであってもよい。例えば、いわゆるカスタ
マイズ機能の一種として行うことができるようにすることが考えられる。つまり、種々の
演出の発生頻度や音量・光量等を調整することが可能な公知のカスタマイズ機能の一つと
して、特定モードへの切り替え機能を搭載したものとする。なお、特定モードから通常モ
ードへの移行は、基本的には後述する自動切替機能の発現により発生することになるが、
本実施形態ではカスタマイズ機能の一種として特定モードから通常モードへの切り替えを
遊技者が任意に行うことができるようにされている。また、所定時間遊技がなされないこ
とを契機として特定モードから通常モードへの切り替えが発生するようにされている。た
だし、後述する自動切替機能の発現によってのみ特定モードから通常モードへの切り替え
が発生するようにしてもよい。
【００２０】
　本実施形態では、特定モードが設定されているときに、所定条件が成立したときには、
当該特定モードを自動的に終了させて通常モードに移行するように制御される（自動切替
機能）（図３参照）。上記所定条件は、特定演出１０が発生することに基づいて成立する
条件である。本実施形態では、特定演出１０が発生すること自体が所定条件の成立として
設定されている。つまり、特定モードが設定されている状態において、特定演出１０が一
回発生したときには、それを契機として通常モードに移行させる（図４参照）。なお、特
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定演出１０が発生してすぐに通常モードに移行するような制御としてもよいし、特定演出
１０が発生した報知演出が終了した時点（または、次の報知演出が開始される時点）で通
常モードに移行するような制御としてもよい。つまり、いずれにせよ、特定演出１０が発
生した報知演出の次の報知演出は通常モードに基づき、当該報知演出の内容が決定される
。
【００２１】
　特定モードは、通常モードに比して特定演出１０が発生しやすい演出であるため、特定
演出１０を見たいという遊技者が設定する蓋然性が高い。しかし、一度でも特定演出１０
に接した遊技者は、特定演出１０がどのような演出であるか把握したから、特定演出１０
の発生頻度が高められた状態である必要がないと判断する可能性がある。それを踏まえ、
本実施形態では、特定モードにおいて特定演出１０が発生したときには、自動的に通常モ
ードに移行するように設定している。このようにすることで、特定モードが維持され続け
ること（必要以上に特定演出１０が発生してしまうこと）による趣向性の低下が抑制され
る。また、遊技者自らが通常モードに移行させる必要がないから、利便性が向上する。
【００２２】
　以下、上記実施形態にかかる遊技機１を改良、変形、具体化等した具体例について説明
する。なお、以下の各具体例を用いて説明する事項を複数適用した構成としてもよい。
【００２３】
○第一具体例
　特定演出１０は、対応する当否判定結果が大当たりとなる蓋然性が高まったことを示唆
する演出（いわゆるチャンスアップ演出）であることを説明したが、対応する当否判定結
果が大当たりとなることが確定する演出（いわゆるプレミア演出）としてもよい。このよ
うなプレミア演出は、一度でも見れば十分だと考える遊技者が多いから、当該プレミア演
出としての特定演出１０が発生したことを契機として、自動的に通常モードに移行するよ
うに制御する。
【００２４】
○第二具体例
　特定モードが設定されている場合、当否判定結果が大当たりとなるときに限り、対応す
る報知演出において特定演出１０が発生する蓋然性が高まるものとする。つまり、当否判
定結果がはずれとなる報知演出において特定演出１０が発生する蓋然性は、通常モードで
も特定モードでも変わらないものとする。このようにすれば、特定モードが設定されてい
るときには、特定演出１０が発生したことによって対応する当否判定結果が大当たりとな
る蓋然性が高まることになる。つまり、本例によれば、特定モードの設定により、特定演
出１０の大当たり信頼度が高まることになるという作用も奏される。
【００２５】
○第三具体例
　上記実施形態では、特定モードを通常モードに自動的に移行させる所定条件の成立とし
て、特定演出１０の発生が設定されていることを説明したが、特定演出１０が発生するこ
とに加え、当該特定演出１０を含む報知演出によって報知される当否判定結果が大当たり
となることが設定されているものとする。つまり、特定演出１０を含む報知演出によって
報知される当否判定結果が大当たりとなる場合には、通常モードへの自動的な移行が発生
する（図５（ａ）（ｂ）参照）ものの、特定演出１０を含む報知演出によって報知される
当否判定結果がはずれとなるものである場合には、通常モードへの自動的な移行は発生し
ない（図５（ａ）（ｃ）参照）ものとする。
【００２６】
　遊技者が特定演出１０を経てはずれが報知されたことを体験しただけでは、特定演出１
０が発生したことによる作用を十分に受けていないともいえるから、特定演出１０が大当
たりに繋がる状況を体験したときに通常モードに移行するように制御するとよい。なお、
このような構成とする場合には、特定モードが設定された状態と通常モードが設定された
状態との間には必ず大当たり遊技が実行されることになる。つまり、モード変化が発生す
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る区切として必ず大当たり遊技が存在することになるという点でも有効である。
【００２７】
○第四具体例
　一回ではなく、複数回（二以上の所定回数）の特定演出１０が発生したこと所定条件の
成立として、通常モードから特定モードに移行させる。つまり、一回の特定演出１０を見
ただけでは遊技者にとって不十分である可能性があるから、複数回の発生を契機として自
動的に通常モードに移行する構成とする。
【００２８】
　特定演出１０が発生する度に、特定演出１０の発生頻度が低下するようにしてもよい。
例えば、特定モード設定後、二回の特定演出１０が発生することで自動的に通常モードに
移行するような設定とする場合、一度も特定演出１０が発生していない特定モード中にお
ける特定演出１０の発生頻度よりも、一回の特定演出１０が発生した特定モード中におけ
る特定演出１０の発生頻度が低くなるようにする。そして、二回目の特定演出１０が発生
したときには、さらに特定演出１０の発生頻度が低くなる通常モードに移行する。
【００２９】
○第五具体例
　通常モード設定時には特定演出１０が発生しない設定とする。つまり、特定演出１０は
、特定モードが設定されているときに限って発生しうる演出（特定モード専用演出）とす
る。このような構成においても、特定モードにおいて特定演出１０が発生したときには、
当該モードにおける専用演出がどのような演出であるか把握したから、当該モードを終了
し通常モードに移行するような構成とすることが考えられる。
【００３０】
○第六具体例
　上記実施形態では、いわゆるカスタマイズ機能を利用することにより、通常モードから
特定モードへの切り替えを行うことができるものであることを説明した。つまり、上記実
施形態では、通常モードから特定モードへの切り替え方法は、遊技者に対して明示される
ものである。これに対し、通常モードから特定モードへの切り替え方法が、遊技者に対し
て明示されないものとすることが考えられる。
【００３１】
　例えば、遊技者が押しボタン等の操作手段２０（図１参照）を所定の操作（特定操作；
例えば所定時間以上の長押し操作）することで通常モードから特定モードへの切り替えが
行われるものとする。所定の期間（例えば、報知演出が実行されている期間）において特
定操作がなされた場合に限り、特定モードへの移行が発生するようにしてもよい。つまり
、当該特定操作の具体的態様は、表示領域等を介して、遊技者に明示されないものとする
（いわゆる「裏ボタン」「裏ワザ」的なものとする）。
【００３２】
　このように、遊技者に明示されない手法により通常モードから特定モードへの切り替わ
りがなされるものとする場合、特定モードは「隠れモード」のようなものであるといえる
。つまり、遊技者に対して明らかにされているカスタマイズ機能の一種ではなく、「隠れ
モード」である特定モードについては、特定演出１０の発生を契機として自動的に通常モ
ードに移行するような設定とすることが考えられる。
【００３３】
○第七具体例
　通常モードに比して特定演出１０の発生頻度が高まる特定モードとして、第一特定モー
ドおよび第二特定モードが設定されている構成とする。第一特定モードは、上記実施形態
における特定モードと同様に、所定条件の成立（特定演出１０の発生）を契機として、自
動的に通常モードに移行するものである（図６（ａ－１）（ａ－２）参照）。一方、第二
特定モード（本願発明における第三モードに相当する）は、所定条件が成立したとしても
、通常モードに移行せず、現在のモードが維持されるものである（図６（ｂ－１）（ｂ－
２）参照）。
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【００３４】
　このように、特定演出１０が発生したときには自動的に通常モードに移行する第一特定
モードと、特定演出１０の発生の有無によらず特定演出１０の発生頻度が高まった状態が
維持される第二特定モードが設定された構成とすることで、遊技者の利便性が向上する。
具体的に言えば、とりあえず一度特定演出１０を見てみたいという遊技者用に第一特定モ
ードが、常時特定演出１０の発生頻度を高めておきたいという遊技者用に第二特定モード
が設けられたものであるといえる。
【００３５】
　この場合、第一特定モードについては、上記第六具体例で説明したように遊技者に明示
されない手法により当該第一特定モードへの移行が実現される一方、第二特定モードにつ
いては、遊技者に明示される手法（例えば、いわゆるカスタマイズ機能の一種として設定
される）により当該第二特定モードへの移行が実現される構成としてもよい。つまり、第
二特定モードのようにある演出の発生頻度が高まった状態が維持されるのは従来一般のも
のであるといえるから遊技者に対してオープンにされる一方、第一特定モードのように自
動的に切り替わるものについては「隠れモード」として設定することが考えられる。
【００３６】
○第八具体例（第七具体例を発展させた例）
　第一特定モードおよび第二特定モードは、いずれも特定演出１０の発生頻度が高まるモ
ードであるが、当該発生頻度の程度が両モードで異なるものとする。具体的には、第一特
定モードの方が、第二特定モードよりも、特定演出１０の発生頻度が高いものとする。つ
まり、特定演出１０の発生頻度の高低が「通常モード＜第二特定モード＜第一特定モード
」の関係にあるものとする。
【００３７】
　上述したように、第一特定モードは、とりあえず一度特定演出１０を見てみたいという
遊技者を想定して設定されたモードであるから、特定演出１０の発生頻度を第二特定モー
ドよりも高くし、遊技者の要求に応えるようなモードとする。一方、第二特定モードは、
通常モードよりも特定演出１０の発生頻度が高い状態を維持しつつ継続的に遊技したいと
願う遊技者を想定して設定されたモードであるから、特定演出１０の発生頻度を第一特定
モードほど高くしないようにする（演出バランスを考慮する）。
【００３８】
○第九具体例
　特定演出１０として、複数種の演出が設定されたものとする。つまり、特定モードは、
特定演出１０として設定された複数種の演出のいずれについても、発生頻度が高まるモー
ドであるとする。
【００３９】
　この場合、複数種の特定演出１０のそれぞれが、少なくとも一回発生したときに所定条
件が成立したと判断し通常モードに移行させる構成とするとよい。つまり、複数種の特定
演出１０のうち、いずれか一つの特定演出１０が発生しただけでは通常モードには移行し
ないようにする。このようにすることで、複数種の特定演出１０の全てを遊技者が体験し
た上で通常モードに移行するという構成となる。ただし、複数種の特定演出１０のうち、
いずれか一つの特定演出１０が発生したときに所定条件が成立したと判断し通常モードに
移行させる構成とすることを否定するものではない。例えば、複数種の特定演出１０が類
似する演出（例えば、表示されるキャラクタが異なるだけであって、実質的には同価値（
同信頼度）の演出）であり、一つの特定演出１０を体験すれば、その他の特定演出１０を
体験させる必要がないような設定においては、いずれか一つの特定演出１０が発生したと
きに通常モードに移行させる構成とするとよい。
【００４０】
○第十具体例（第九具体例を発展させた例）
　上記第九具体例にて説明したように、複数種の特定演出１０が設定され、当該複数種の
特定演出１０のそれぞれが、少なくとも一回発生したときに所定条件が成立したと判断し
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通常モードに移行させる構成とする場合において、特定モードが設定された後、初めて複
数種の特定演出１０のうちのある特定演出１０が発生した場合、特定モードは維持される
ものの、当該ある特定演出１０の発生頻度が低下するようなものとする。つまり、特定モ
ードが設定された後、未だ発生していない特定演出１０の発生頻度は維持されるものの、
既に発生した特定演出１０の発生頻度は低下させられる（例えば、通常モード時と同じ発
生頻度とされる）ような構成とする。
【００４１】
　このような構成とすれば、複数種の特定演出１０のうち、未だ発生していない特定演出
１０が発生する蓋然性が高まることになる。つまり、未だ発生していない特定演出１０が
あるにも拘わらず、既出の特定演出１０が重ねて発生してしまう蓋然性が低下する。よっ
て、複数種の特定演出１０をなるべく早い段階で遊技者に体験させることが可能となる。
【００４２】
　以上、本発明の実施形態について詳細に説明したが、本発明は上記実施形態に何ら限定
されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の改変が可能である。
【００４３】
　上記実施形態から得られる具体的手段（遊技機）を以下に列挙する。
【００４４】
・手段１
　遊技中に実行される演出を決定するためのモードとして、第一モードと、当該第一モー
ドよりも特定演出の発生頻度が高まる第二モードと、が設定された遊技機であって、
　前記第二モードが設定された状態で、前記特定演出が発生することに基づく所定条件が
成立した場合には、当該第二モードを自動的に終了させることを特徴とする遊技機。
　上記遊技機によれば、第二モードが維持され続けること（必要以上に特定演出が発生し
てしまうこと）による趣向性の低下を抑制することが可能である。
【００４５】
・手段２
　一回の前記特定演出が発生することが、前記所定条件の成立として設定されていること
を特徴とする手段１に記載の遊技機。
　このように、一度でも特定演出が発生したときには、遊技者は特定演出がどのような演
出であるのかを把握するから、それを契機として第二モードが終了するようにする。
【００４６】
・手段３
　前記特定演出が発生した上で、当該特定演出を含む報知演出により報知される当否判定
結果が当たりとなったことが、前記所定条件の成立として設定されていることを特徴とす
る手段１に記載の遊技機。
　当たりに繋がる特定演出を遊技者が見たいと考えている可能性があるから、特定演出が
当たりに繋がらなかった場合には第二モードが維持されるようにしてもよい。
【００４７】
・手段４
　遊技者が操作可能な操作手段を備え、
　遊技者に対して明示されない特定操作で前記操作手段を操作した場合に、前記第一モー
ドが設定された状態から前記第二モードが設定された状態への移行が発生することを特徴
とする手段１から手段３のいずれかに記載の遊技機。
　このように、遊技者に対して移行させる手法が明示されないもの（「隠れモード」のよ
うなもの）について、所定条件成立時に自動的に当該モードが終了するような構成とする
ことができる。
【００４８】
・手段５
　遊技中に実行される演出を決定するためのモードとして、前記第二モードと同様に、前
記第一モードに比して前記特定演出の発生頻度が高まる第三モードが設定されており、



(9) JP 2019-150516 A 2019.9.12

10

　前記第三モードが設定されている場合には、前記所定条件が成立したとしても、当該第
三モードが維持されることを特徴とする手段１から手段４のいずれかに記載の遊技機。
　このように、遊技者の好みに合わせて、所定条件成立時に自動的に終了するモードと、
所定条件成立時であってもそれが維持されるモードを選択することができるようにすると
よい。
【符号の説明】
【００４９】
１　遊技機
１０　特定演出
２０　操作手段
９１　表示装置
９１１　表示領域

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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